
※各事業は状況により延期または中止になる場合が   あります。詳細については直接お問い合わせください。
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31 30広報きたあきた　2026.4広報きたあきた　2026.4

問申

　自主防災組織で、災害だけでなく、
冬の防災力も強化し「雪に負けない地
域づくり」を始めませんか。
　｢災害時｣の備えに、活動補助金を利
用できます。
対象　・市に結成届を提出している自

主防災組織
　　　・新たに結成する自主防災組織
対象事業
①【自主防災組織活動事業】
補助額　世帯数×200円
※5,000円未満の場合は5,000円。
※毎年度１回申請が可能です。
②【自主防災用資機材整備事業】
・補助額　世帯数×1,000円＋20万円

（上限40万円）
・２回目以降の補助額
　世帯数×500円＋10万円（上限20万円）
※２回目以降、資機材の追加整備を希
　望する場合は、危機管理係へご相談
　ください。
活用例
・投光器、発電機、コードリール
（夜間の作業や停電時の備えに）
・ヘルメット、ベスト、メガホン、携行缶等
（避難誘導、予備燃料の備えに）
・小型除雪機、スノーダンプ、スコップ、
命綱（雪下ろし作業等に）

総務課危機管理係 ☎62‐6602

　無線連動型住宅
用火災警報器の購
入費用を一部補助
します。
　また、住宅用火災
警報器は、設置から
10年が交換の目安です。交換時期の方
はぜひご利用ください。
対象（下記①～⑤を全て満たすこと）
①市内に住所を有し、居住する自己所
　有の住宅
②市内の販売店で購入
③２個以上設置し、全て連動する
④市税の滞納、市への債務不履行がな
　いこと
⑤次のいずれかの世帯
　・高齢者が属する世帯
　・障がい者が属する世帯
※警報器を近隣世帯の協力を得て連
　動させる場合は、いずれかの世帯が
　対象です。
補助金額（100円未満は切り捨て）
次の㋐㋑を比較して「少ない方の額」
を補助。予算がなくなり次第終了。
㋐購入費用に２分の１を乗じて得た額
㋑5,000円に購入個数（上限４個）を乗
　じて得た額

北秋田市消防本部予防課
☎62‐1119

　自治会および町内会等が実施する
ごみ集積所の整備に係る費用の一部
補助します。整備に着手する前にお問
い合せください。
　なお、今年度から固定式の上限額が
８万円から、10万円になりました。
上限額　固定式　   ……10万円
　　　　折りたたみ式 …３万円
申請期限　10月30日（金）
※予算がなくなり次第、受付終了。

生活環境課環境推進係
☎62‐1110

　市街地の賑わいづくりや、活性化を
図るために開催される事業に対し、補
助金を交付します。　
補助金額　対象経費の２分の１以内
　　　　　上限50万円
※応募多数の場合、予算の範囲内で補
　助金額を調整する場合があります。
応募期間　４月１日（水）
　　　　　　～５月29日(金)
応募方法　申込書に必要事項を記入
　　　　　し、産業政策課商工政策係
　 　　　　へ提出

産業政策課 商工政策係
☎62‐5360

　対象世帯へ３月下旬から順次書類
を送付します。
対象　世帯全員が令和７年度住民税
　　　非課税の世帯主
　　  （基準日：令和８年３月１日）
給付額　１世帯あたり１万円
申請期限　６月30日（火）
手続き方法
①【「支給のお知らせ（白色）」が届いた世帯】
　・原則申請不要です
　・４月15日（水）に登録口座へ振り込
みます

※口座変更等は４月３日（金）までに
　お手続きください。
②【「確認書（水色）」が届いた世帯】
　・申請が必要です
　・必要事項を記入し、次の㋐㋑の書
類を添付のうえ申請してください

　 ㋐｢口座確認書類（通帳やキャッシ
　　   ュカードの写し）｣
　 ㋑｢本人確認書類（マイナンバーカ
　　   ードや運転免許証等の写し｣
注意　次の世帯は書類が届かず、申請
　　　が必要となる場合があります
▶令和７年１月２日以降に転入した世帯
▶未申告などにより課税状況が確認
　できない世帯 など

福祉課地域障がい福祉係
☎62‐6637

　身体障害者手帳の交付対象となら
ない中等度難聴の高齢者に対し、補聴
器購入費用を一部補助します。
対象（以下の①～③を全て満たす方）
①市内在住の65歳以上の方で、市民税
　が非課税
②両耳の聴力レベルが40デシベル以
　上70デシベル未満であり、身体障害
　者手帳の交付対象とならない方
③補聴器の装用で、生活上一定の効果
　が期待できると医師が判断する方
対象経費　装用効果の高い側の耳に    
　　　　　装用する補聴器（片耳）
補助金額　上限５万円
注意　
▶申請前に購入したものは補助対象
　外です
▶予算がなくなり次第終了

高齢福祉課高齢福祉係
☎62‐6639

　高齢者の熱中症対策として、エアコ
ン購入費用を一部補助します。
　エアコン購入をご検討されている
方は、ぜひご利用ください。
対象世帯（①～③全て満たすこと）
①市内在住で次のいずれかの世帯
　・65歳以上の単身
　・65歳以上の方のみで構成される世帯
　・65歳以上の方と障がい者のみで構
成される世帯

②世帯全員が市民税非課税
③自宅にエアコンがない、または故障
　して使えない
補助額　１世帯１台限り 上限５万円
対象機器　市内販売店で購入する新
　　　　　品の固定式エアコン
　　　　　（壁・天井・窓枠等）
申請期間　９月30日（水）まで
注意
▶中古品、修理、床置き型は対象外です
▶必ず「購入前」に申請してください
　申請前のものは補助対象外です
▶予算がなくなり次第終了
▶障がいのある方は、申請時に障害者
　手帳をお持ちください

高齢福祉課高齢福祉係
☎62‐6639

（最終入園15時30分）

オープニングセレモニー等

入園料
▶大 人 (高校生以上）　700円
▶小 人 (小中学生）　200円
▶幼 児 (未就学児）　無料
▶団 体 割 引 　600円
　（15人以上の団体の大人料金が100円引き）
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問

【開園時間】：９時～ 16時

【開園期間】：4/29 ～ 11/3

★こぐまのふれあい体験＆なまえ募集
★ひぐまのエサやり体験 13時30分～
★5/5こどもの日（小人）入園無料

 くまくま園 ☎84‐2626
 （対応期間：４月29日～11月３日） 

自治会・町内会向け
ごみ集積所整備費補助金

住宅用火災警報器
購入費用を補助します

補助金
自主防災組織結成推進
活動補助金で備えを！

補助金
住民税非課税世帯に
給付金を支給します

給付金
65歳以上の市民税非課税世帯
エアコン購入費用補助

補助金
65歳以上の市民税非課税の方
補聴器購入費用補助

補助金 補助金

まちの賑わいづくり
推進事業補助金

補助金

水・祝

■対象
市内に事業所等を有する商工事業者、農業事業者、林業事業者

■対象事業
①市内商工事業者が機器・IT ツール等を活用し、省力化・省人
　化に取り組む事業
②市内農業事業者がロボット技術や ICT技術を活用し、省力化、
　生産性・効率性向上に取り組む事業
③市内林業事業者がロボット技術や ICT技術を活用し、林業の
　効率化、生産性・安全性向上に取り組む事業
※詳細は、上記二次元コードまたはお問い合わせください。

　人手不足や物価高騰の影響を受けている商工業事業者・農林業事業者の業務効率化や生産性向上を支援し、賃上げ環境の
整備を後押しするために、北秋田市省力化・生産性向上投資応援補助金を交付します。

【商工事業】産業政策課産業戦略係 ☎84‐8104
【農業事業】農林課農業振興係 　　☎62‐5514
【林業事業】農林課森林環境係 　　☎62‐5517

※予算の上限に達し次第終了。

北秋田市省力化・生産性向上投資応援補助金
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」活用事業

■応募期間
令和８年４月１日（水）～５月15日（金）

■補助率
補助率　対象経費の２分の１以内
補助額　10万円以上 100万円以下

▼問い合わせ一覧▼

北秋田市省力化・生産性向上投資応援補助金

問申
問申問申
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